
  

  
 

 

 

工事監査は、委託契約に基づき外部機関から派遣された３人の技術士により、

施工中の建設工事を対象に、その計画、設計、積算、施工等が適正かつ効率的に

行われているか、また、関係法令等に則り行われているか等について関係書類を

調査すると共に、施工現場の調査も行いました。 

監査の結果、１件の指導を行いました。 

なお、監査対象とした工事は次のとおりです。 

 

 

【土木工事】 

１ 令和元年度 水港公災第１号 用宗漁港広野防波堤災害復旧工事 

２ 令和元年度 駿国道債第２号 （国）150号久能拡幅（根古屋）道路改良工事 

【建築工事】 

１ 令和元年度 市涯子未第１号 仮称飯田地区複合施設建築工事 

【設備工事】 

１ 令和元年度 下建工第2807号 山原川左岸排水区高橋雨水ポンプ場電気設備工事 

２ 令和元年度 下建工第2806号 山原川左岸排水区高橋雨水ポンプ場沈砂池機械設備工事 

            
用宗漁港広野防波堤災害復旧工事       （国）150号久能拡幅（根古屋）道路改良工事 

工 事 監 査 

監査対象 土木工事 ２工事、建築工事 １工事、設備工事 ２工事 

監査期間 令和２年10月５日～令和３年３月１日 


